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B09 固体廃棄物の処理；汚染土壌の再生

［３，６］ 

B09B 固体廃棄物の処理［３］ 

注 

（１）このサブクラスでは，他の単一のサブクラスでは充分に

分類しきれない，単一または連結操作，たとえば多段操作，の

みを包含する。［３］ 

（２）このサブクラスにおいては，下記の用語または表現は以

下に示す意味で用いる。 

―「処理」とは，“投棄”のように捨てること，または廃棄物

の破壊，あるいは廃棄物を有用物に変えるか無害にすることを

意味する；［３］ 

―「固体廃棄物」には，たとえ液体を含んでいても実際には固

体として処理できるような廃棄物も含まれる。［３］ 

（３）下記の箇所に注意すること 

Ａ２３Ｊ １／１６ 澱粉製造工場の廃水，または同様の廃棄

物から蛋白質の採取 

Ａ２３Ｋ １０／２６，Ａ２３Ｋ １０／３７ 廃棄物から採

取する動物飼料 

Ａ２３Ｋ １０／２８ 乳製品工場の廃棄物から採取する動

物飼料 

Ａ２３Ｋ １０／３８ 蒸留または醸造廃棄物から採取する

動物飼料 

Ａ４３Ｂ １／１２ 屑ゴムで作った履物 

Ａ６１Ｌ １１／００ 廃物に特に適用される消毒または殺

菌法 

Ａ６２Ｄ ３／００ 物質の化学変化の影響により有害な化

学剤を無害にまたはより有害でなくする方法 

Ｂ０１Ｄ ５３／３４ 廃ガスの化学的または生物学的浄化 

Ｂ０２Ｃ １８／００ 材料を砕片に切り刻むナイフまたは

それ以外の切断・裂断部品による粉砕 

Ｂ０３Ｂ ７／００ 湿式の工程または装置とそれ以外の工

程もしくは装置との組合せ，例．鉱石または廃物の選別用のも

の 

Ｂ０３Ｂ ９／０６ 分離プラントの全体的な配列，たとえば

系統図，であって，とくに廃物に適応するもの 

Ｂ０５Ｂ １２／１６，Ｂ０５Ｂ １４／００ 噴霧域調節，

例．マスキング，側面遮蔽；余剰材料の収集または再利用の手

段 

Ｂ０８Ｂ １５／００ 塵埃または臭気の発生地域における

漏れの防止；そうした地域からの塵埃や臭気の収集または除去 

Ｂ２２Ｆ ８／００ 屑または不要な金属質粉からの物品の

製造 

Ｂ２３Ｄ ２５／１４ せん断装置のうち素材が切断方向以

外の方向に送られるもので，切断された材料の正確な寸法にこ

だわらないもの，例．鉄屑の寸断用 

Ｂ２４Ｂ ５５／１２ 研削または研磨によって生じた材料

の回収のための装置［７］ 

Ｂ２７Ｂ ３３／２０ 不要部分を崩壊させる手段と組み合

わせた縁切り用鋸歯または工具 

Ｂ２９Ｂ １７／００ プラスチック含有廃棄物からのプラ

スチックまたはその他の成分の回収 

Ｂ３０Ｂ ９／３２ スクラップ金属の押し固め，または中古

車の圧縮用のプレス 

Ｂ６２Ｄ ６７／００ 回収可能な構成部品，例．リサイクル

用，を回収するための系統的な車両の解体［７］ 

Ｂ６３Ｂ １７／０６ 廃棄物の排出，例．灰 

Ｂ６３Ｊ ４／００ 船舶用の下水または汚水処理設備 

Ｂ６５Ｆ １／００ ゴミ容器 

Ｂ６５Ｆ ３／００ 特にゴミを収集するのに適した車両 

Ｂ６５Ｆ ５／００ 容器もしくは車両以外の方法によるゴ

ミの収集または移送 

Ｂ６５Ｆ ７／００ ゴミ容器またはゴミ収集車と一体にな

った清掃あるいは消毒装置 

Ｃ０３Ｃ １／００ ガラス，うわ薬，またはガラス質ほうろ

うの製造に一般的に適用される原料［５］ 

Ｃ０４Ｂ ７／２４ 油母頁岩，残留物，またはスラグ以外の

廃棄物から製造された水硬性セメント 

Ｃ０４Ｂ １１／２６ リン酸石こうから，または煙の浄化生

成物のような廃棄物から作る硫酸カルシウムセメント 

Ｃ０４Ｂ １８／０４ モルタル，コンクリート，人造石また

は類似のもののための充填剤として使われる廃棄物あるいは

屑 

Ｃ０４Ｂ ３３／１３２ 粘土製品の作成材料として使用さ

れた廃棄物またはゴミ［８］ 

Ｃ０５Ｆ 廃棄物またはじんかいからの肥料［７］ 

Ｃ０８Ｂ １６／００ セルロースの再生［７］ 

Ｃ０８Ｊ ９／３３ 発泡体片を塊状化するもの，例．廃発泡

体［７］ 

Ｃ０８Ｊ １１／００ 廃物の回収または処理 

Ｃ０８Ｌ １７／００ 再生ゴムの組成物 

Ｃ０９Ｋ １１／０１ 発光性材料の回収［７］ 

Ｃ１０Ｂ ５３／００ 特殊な固体原料または特殊な形態の

固体原料に特に適用される乾留 

Ｃ１０Ｂ ５７／００ 上記に含まれないその他の方法；一般

的な乾留方法の特徴 

Ｃ１０Ｇ １／１０ ゴムまたはゴム廃物からの製造 

Ｃ１０Ｇ ７３／２３ 使用済溶剤の回収［７］ 

Ｃ１０Ｌ ５／４６ 下水，家庭または町のくずに基づくもの 

Ｃ１０Ｌ ５／４８ 工業残渣または廃物に基づくもの 

Ｃ１０Ｍ １７５／０２ 鉱油系使用済み潤滑剤を有用物に

する再生 

Ｃ１１Ｂ １３／００ 廃棄物質からの脂肪，脂肪油または脂

肪酸の再生 

Ｃ１１Ｄ １９／００ けん化液からのグリセリンの回収 

Ｃ１２Ｆ ３／００ 副産物の採取 

Ｃ１２Ｆ ３／０８ 圧搾残留物または他の廃物質からのア

ルコール採取 

Ｃ１２Ｐ ７／０８ 副産物としてまたは廃棄物またはセル

ロース物質の基質からの製造 

Ｃ２２Ｂ ７／００ 鉱石以外の他の原材料，例．スクラップ，

からの非鉄金属またはその化合物抽出のための処理 
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Ｃ２２Ｂ １９／２８ マッフル炉残渣からの採取 

Ｃ２２Ｂ １９／３０ 金属質残渣またはスクラップからの

採取 

Ｃ２２Ｂ ２５／０６ スクラップ，特にすずスクラップから

の採取 

Ｃ２５Ｄ １３／２４ 電気泳動被覆の処理液の再生［７］ 

Ｃ２５Ｄ ２１／１６ 電解被覆の処理液の再生 

Ｄ０１Ｂ 繊維またはフィラメントを採取するための天然の

繊維状またはフィラメント状材料の機械的処理，例．紡績用 

Ｄ０１Ｃ ５／００ 動物繊維再生のためのボロ毛くずの炭

化 

Ｄ０１Ｆ １３／００ 人造フィラメントまたは類似物の製

造における出発物質，廃物または溶媒の回収 

Ｄ０１Ｇ １１／００ 再使用繊維を得るための繊維含有物

の分解 

Ｄ０１Ｈ １１／００ じんあいまたは風綿等の発生防止ま

たは除去装置 

Ｄ０６Ｌ １／１０ 繊維，より糸，糸，織物，羽毛または繊

維製品のドライクリーニングまたは洗浄のために使用したケ

ミカル浴の再生によるもの 

Ｄ２１Ｂ １／０８ 乾式法による故紙を原料としたもの 

Ｄ２１Ｂ １／３２ 故紙の離解 

Ｄ２１Ｃ ５／０２ 故紙からのパルプの再生 

Ｄ２１Ｃ １１／１４ 湿式燃焼によるパルプ化薬液の再生 

Ｄ２１Ｆ １／６６ 製紙のための連続紙抄紙機の湿部内の

白水の再使用 

Ｄ２１Ｈ １７／０１ パルプに添加又は紙含浸材料に使わ

れる廃棄物［５］ 

Ｅ０３Ｆ 下水；汚水だめ 

Ｅ０４Ｆ １７／１０ 廃物処理のための建築物における装

置 

Ｆ２３Ｇ 燃焼による廃棄物の焼却 

Ｆ２３Ｊ 燃焼生成物や燃焼残滓の除去，または処理 

Ｇ０３Ｃ １１／２４ 不要の写真材料からの乳剤の除去 

Ｇ０３Ｇ ２１／１０ 電送写真，電子写真，磁気写真に使わ

れた使用済現像液の回収，または再利用 

Ｇ２１Ｆ ９／２８ 放射性汚染固体の処理 

Ｈ０１Ｂ １５／００ 電線の材料を廃物利用するための装

置または方法 

Ｈ０１Ｊ ９／５２ 電子管または放電ランプからの材料の

回収［７］ 

Ｈ０１Ｍ ６／５２ 老朽化した電池またはバッテリーの有

用な部品の再生 

Ｈ０１Ｍ １０／５４ 老朽化した蓄電池の有用な部品の再

生［３］ 

 

1/00 固体廃棄物の投棄［３］ 

3/00 固体廃棄物の破壊あるいは固体廃棄物の有

用物化もしくは無害化［３］ 

5/00 他の単一サブクラスまたはこのサブクラス

内の他の単一グループに包含されない操作

［３］ 

 


